
 
議
第
六
十
八
号

 

 

　
　
　

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
に
つ
い
て　
　

 

 

　

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。

 

 

　
　

令
和
七
年
六
月
十
九
日
提
出

 

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

岐
阜
県
知
事　
　

江　

崎　

禎　

英

 

 

　
　
　

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

 　

岐
阜
県
住
民
基
本
台
帳
法
施
行
条
例
（
平
成
十
四
年
岐
阜
県
条
例
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

 

る
。

　

別
表
第
一
中
第
十
七
号
及
び
第
十
八
号
を
削
り
、
第
十
九
号
を
第
二
十
号
と
し
、
第
十
六
号
を
第
十
九
号
と

 

し
、
第
十
五
号
を
第
十
八
号
と
し
、
同
号
の
前
に
次
の
三
号
を
加
え
る
。

　

　

Ｂ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
又
は
Ｃ
型
肝
炎
ウ
イ
ル
ス
に
感
染
し
た
者
に
対
す
る
肝
疾
患
の
治
療
及
び
検
査
に
要

15

 

す
る
費
用
の
助
成
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

　

　

生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人
に
対
す
る
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
の
規
定
に
準

16
じ
て
行
う
保
護
の
決
定
及
び
実
施
、
就
労
自
立
給
付
金
若
し
く
は
進
学
・
就
職
準
備
給
付
金
の
支
給
、
保
護

 

に
要
す
る
費
用
の
返
還
又
は
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

 

　

　

多
胎
児
出
生
時
支
援
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
で
あ
っ
て
規
則
で
定
め
る
も
の

17

 

　
　
　

附　

則

 

　

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

  

 

　
　
　

提　

案　

説　

明

 　

多
胎
児
出
生
時
支
援
金
の
支
給
に
係
る
本
人
確
認
情
報
の
利
用
事
務
を
追
加
す
る
た
め
、
こ
の
条
例
を
定
め
よ

 

う
と
す
る
。
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